
寄付の税制優遇措置（寄付金控除）についてのご案内 

 

薩󠄀摩川内市社会福祉協議会への寄付（香典返し寄付・一般寄付）は、「税額控除制度」

が適用される法人として薩󠄀摩川内市から認められています。 

さらに、令和５年度から本会賛助会費も税額控除の対象となりました！ 

ぜひ、薩󠄀摩川内市の地域福祉の推進に寄与する本会に対し、ご寄付のご検討をお願い

致します。 

詳しくは最寄りの税務署、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。 

 

個人による寄付 
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確定申告の際には、「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要とな

りますので大切に保管してください。 

 

 

法人による寄付 

 法人が本会に寄付した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄付金に該

当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。 

 

本会に対する会員会費・寄付金の額 

特別損金算入限度額 

（資本金等の額×当期の月数／１２×０．３７５％＋所得金額×６．２５％）×１／２ 

 

※本会に対する会員会費・寄付金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄

付金の額に含めて、別途 損金算入限度額の計算を行うことができます。 

 

税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、本会が発行

した領収書を添付して申告をしてください。 

 


